
７月31日㈬納付期限 国民健康保険料２期、後期高齢者医療保険料１期（普通徴収）、固定資産税第２期

今
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
を
受
け
付
け

　

７
月
か
ら
今
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
全

額
免
除
、
一
部
免
除
（
４
分
の
３
免

除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除
）
、

納
付
猶
予
を
申
請
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
離
職
し
た
人
に
は
、
特
例

に
よ
る
免
除
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

免
除
の
結
果
は
、
前
年
度
の
所
得

な
ど
で
国
が
審
査
し
決
定
し
ま
す
。

※
納
付
猶
予
の
対
象
は
50
歳
未
満
の

人
申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
資
格
取
得
届
出
確
認
照
会

回
答
書
、
退
職
辞
令
な
ど
（
す
べ

て
コ
ピ
ー
可
）

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

固
定
資
産
税
の
減
免
申
請
を

受
け
付
け

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
申

請
に
よ
り
固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

31
年
１
月
１
日
現
在
、
65
歳

以
上
、
特
別
障
が
い
者
、
寡
婦
、

寡
夫
の
い
ず
れ
か
で
、
次
の
す
べ

て
を
満
た
す
人

◦
所
有
者
お
よ
び
所
有
者
と
生
計
を

一
に
す
る
人
の
所
得
が
市
民
税
均

等
割
非
課
税
限
度
額
以
下

◦
自
ら
の
居
住
用
以
外
の
土
地
や
家

を
持
っ
て
い
な
い

◦
家
屋
の
課
税
延
床
面
積
が
70
㎡
以

下

◦
固
定
資
産
税（
都
市
計
画
税
含
む
）

の
年
税
額
が
土
地
と
家
屋
を
合
わ

せ
て
５
万
円
以
下

減
免
額　

今
年
度
固
定
資
産
税
（
都

市
計
画
税
含
む
）
の
２
分
の
１

申
請
に
必
要
な
物

　

今
年
度
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
、

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な

ど
）
、
個
人
番
号
確
認
書
類
（
個

人
番
号
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
な

ど
）
、
印
鑑

申
請
方
法

　

８
月
30
日
㈮
ま
で
に
直
接

※
本
人
が
申
請
。
本
人
に
よ
る
申
請

が
困
難
な
場
合
は
問
い
合
わ
せ

道
路
非
課
税
申
告

　

私
道
を
「
公
共
の
用
に
供
す
る
道

路
」
と
し
て
負
担
し
て
い
る
場
合
、

認
定
さ
れ
る
と
道
路
部
分
の
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
非
課
税
に
な

り
ま
す
。

対
象

　

道
路
形
態
で
通
行
に
何
ら
制
約
を

設
け
ず
広
く
不
特
定
多
数
の
人
に

利
用
さ
れ
て
い
る
道
路

※
専
用
通
路
、
通
行
制
限
、
障
害
物

が
あ
る
、
他
人
に
有
料
で
貸
し
付

け
て
い
る
、
植
木
鉢
、
自
転
車
な

ど
を
置
い
て
い
る
場
合
な
ど
を
除

く
申
告
に
必
要
な
書
類

　

印
鑑
、
地
積
測
量
図
な
ど
の
道
路

部
分
が
分
か
る
図
面
、
運
転
免
許

証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

※
代
理
人
が
申
告
す
る
場
合
は
委
任

　

状
申
請
・
申
告
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

９
月
５
日
㈭
午
前
11
時

第
８
回
大
阪
８
８
０
万
人
訓
練

　

訓
練
当
日
は
、
訓
練
用
の
緊
急
速

報
メ
ー
ル
・
エ
リ
ア
メ
ー
ル
が
携
帯

電
話
（
対
応
機
種
の
み
）
に
発
信
さ

れ
ま
す
。

※
詳
し
く
は
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練
実

行
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
６（
６
９
４
１
）０
３
５
１

　

府
民
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
１
０
）８
０
０
１

特
別
警
報
発
表
時
は

最
大
限
の
警
戒
を

　

気
象
庁
で
は
、
警
報
の
発
表
基
準

を
は
る
か
に
超
え
る
豪
雨
な
ど
が
予

想
さ
れ
、
重
大
な
災
害
が
発
生
す
る

恐
れ
が
著
し
く
大
き
く
な
っ
た
場
合

に
「
特
別
警
報
」
を
発
表
し
、
最
大

限
の
警
戒
を
呼
び
か
け
ま
す
。

　

特
別
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
、

数
十
年
に
一
度
の
、
こ
れ
ま
で
に
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
重
大
な

危
険
が
差
し
迫
っ
た
異
常
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど

が
発
信
す
る
情
報
に
注
意
し
、
た
だ

ち
に
命
を
守
る
た
め
の
行
動
を
と
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

市
で
も
、
公
園
や
学
校
な
ど
に
設

置
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
や
広
報

車
、
携
帯
電
話
へ
の
一
斉
メ
ー
ル
な

ど
で
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

※
特
別
警
報
に
つ
い
て
詳
し
く
は
気

象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先

【
特
別
警
報
に
つ
い
て
】

　

大
阪
管
区
気
象
台

　

☎
０
６（
６
９
４
９
）６
３
０
３

【
災
害
時
の
お
知
ら
せ
に
つ
い
て
】

　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
１
２

高
齢
受
給
者
証
を

７
月
末
ま
で
に
送
付

　

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
証

の
更
新
日
は
８
月
１
日
㈭
で
す
。
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
は
黄
色
で
、
前

年
中
の
所
得
で
医
療
費
負
担
割
合
が

決
ま
り
ま
す
。

負
担
割
合　

２
割
ま
た
は
３
割

対
象　

昭
和
19
年
８
月
２
日
以
降
生

ま
れ
で
、
８
月
１
日
㈭
現
在
、
70

歳
に
な
っ
て
い
る
人

※
８
月
２
日
㈮
以
降
に
70
歳
に
な
る

人
は
誕
生
月
の
翌
月
１
日
か
ら
適

用
。
誕
生
月
下
旬
に
高
齢
受
給
者

証
を
送
付
。
１
日
生
ま
れ
の
人
は

誕
生
月
か
ら
適
用

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

　

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
「
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈬
で
す
。
８

月
１
日
㈭
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な

人
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
方
法　

国
民
健
康
保
険
ま
た
は

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
、
印

鑑
を
持
っ
て
直
接

※
古
い
認
定
証
は
回
収
。
後
期
高
齢

者
医
療
の
人
で
、
負
担
区
分
に
変

更
が
な
い
場
合
は
申
請
不
要

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

　

国
民
健
康
保
険
の
特
定
疾
病
療
養

受
療
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈬

で
す
。
８
月
１
日
㈭
以
降
も
療
養
受

療
す
る
人
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
方
法　

８
月
30
日
㈮
ま
で
に
申

請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
７
月
中
に
対
象
者
へ
送

付
申
請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

８
月
か
ら
橙
色
に

　

新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月
中
旬

に
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま
す
。
有
効

期
間
は
８
月
１
日
㈭
～
２
年
７
月
31

日
㈮
で
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
届
い
た
と

き
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。
有
効
期
限

の
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
健
康
保
険

課
ま
で
返
却
ま
た
は
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
門
真
市
歯
科
医
師
会
様

　

幼
児
の
健
康
増
進
の
た
め
歯
ブ
ラ

シ
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
感
謝
い
た
し

ま
す
。

台
風
に
備
え
事
前
の

安
全
対
策
を

　

昨
年
の
台
風
第
21
号
で
は
、
暴
風

に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
が
発
生
し
ま

し
た
。
台
風
な
ど
の
災
害
に
は
、
日

ご
ろ
か
ら
備
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

◦
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
台
風
情

報
に
注
意
す
る

◦
植
木
鉢
や
ご
み
箱
な
ど
は
屋
内
に

入
れ
て
お
く

◦
側
溝
な
ど
に
溜
ま
っ
た
ご
み
な
ど

を
取
り
除
き
、
排
水
を
良
く
し
て

お
く

◦
停
電
に
備
え
、
懐
中
電
灯
や
携
帯

ラ
ジ
オ
な
ど
を
準
備
す
る
。
ま
た

電
池
を
確
認
し
て
お
く

◦
不
要
不
急
の
外
出
は
控
え
る

◆
お
お
さ
か
防
災
ネ
ッ
ト
に
登
録
を

　

気
象
・
災
害
情
報
を
あ
ら
か
じ
め

登
録
さ
れ
た
ア
ド
レ
ス
に
メ
ー
ル
で

配
信
す
る「
お
お
さ
か
防
災
ネ
ッ
ト
」

を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

危
機
管
理
課

今
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
決
定
通
知
書
を
７
月

中
旬
に
送
付

◆
今
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
計
算
方
法

◦
年
間
保
険
料
…
均
等
割
額
（
５
万

１
４
９
１
円
）
＋
所
得
割
額
（
賦

課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
×
９

・
90
％
）

※
均
等
割
額
は
世
帯
の
所
得
水
準
に

応
じ
て
軽
減

※
詳
し
く
は
通
知
書
に
同
封
の
チ
ラ

シ
参
照

◆
保
険
料
の
納
付
方
法

◦
特
別
徴
収
…
原
則
年
６
回
、
年
金

受
給
日
に
年
金
か
ら
天
引
き

◦
普
通
徴
収
…
口
座
振
替
や
納
付
書

で
納
付

※
年
度
途
中
に
被
保
険
者
に
な
っ
た

場
合
は
、
資
格
を
取
得
し
た
月
か

ら
月
割
で
納
付

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の

健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員
保

険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
場
合
は
、

所
得
割
額
は
賦
課
さ
れ
ず
、
資
格

取
得
後
２
年
間
は
被
保
険
者
均
等

割
額
の
５
割
が
軽
減

問
合
先　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

　

資
格
管
理
課

　

☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
２
８

　

給
付
課

　

☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

　

市
健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

口
座
振
替
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ

請
求
書
支
払
が
便
利

　

保
険
料
の
納
付
に
は
、
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
保
険

収
納
課
窓
口
で
は
、
金
融
機
関
の
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
簡
単
に
口
座
振

替
の
登
録
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
金

融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
に
行
か
な
く
て

も
24
時
間
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
納
付

が
で
き
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ　

Ｐ
ａ
ｙ
請
求

書
支
払
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

国
民
健
康
保
険

短
期
被
保
険
者
証
を
更
新

　

８
月
１
日
㈭
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
、
７
月

17
日
㈬
か
ら
保
険
収
納
課
窓
口
で
交

付
し
ま
す
。

　

仕
事
な
ど
で
業
務
時
間
内
に
来
庁

で
き
な
い
人
は
、
夜
間
交
付
窓
口
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き

　

７
月
26
日
㈮
・
29
日
㈪
～
31
日
㈬

　

午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

持
ち
物　

印
鑑
、
来
庁
者
の
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
、

短
期
被
保
険
者
証

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
１
２

【
お
お
さ
か
防
災
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て

】

　

府
危
機
管
理
室

　

☎
０
６（
６
９
４
１
）０
３
５
１

保

険

防

災

税

金

年

金

特別警報
重大な災害が発生する
おそれが著しく大きい
ときに発表

重大な災害が発生する
おそれがあるときに発表

災害が発生するおそれが
あるときに発表

警　　報

注 意 報

大
　
災
害
の
危
険
性
　
小

寄
附
・
寄
贈
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